
令和２年度第１回公共調達監視委員会審議概要 

 

沖縄労働局 

 

１  開催日時 

    令和２年１０月６日（火）１０時～１２時 

２  開催場所 

    那覇市おもろまち２-１-１那覇第２地方合同庁舎１号館２階 共用中会議室 

３  公共調達監視委員 

    委員長    西里 喜明（中小企業診断士） 

    委員      宮里 善博（公認会計士・税理士） 

    委員      仲地 健（大学教授） 

４  審査対象期間 

    令和２年１月１日から令和２年６月３０日まで 

５  審査契約件数 

(1)  公共工事            ０件（審議対象    ０件） 

(2)  物品・役務等      ５６件（審議対象  ４５件） 

（内訳）競争入札  ３４件（審議対象  ２６件） 

随意契約  ２２件（審議対象  １９件） 

６  審議案件の抽出方法 

沖縄労働局公共調達監視委員会設置要綱第６条に基づき、沖縄労働局公共調達審査会

から報告のあった物品・役務等にかかる審議案件４５件全数を審議対象とした。 

審査契約件数は、競争入札によるもの３４件、随意契約によるもの２２件の合計５６件

であり、うち、契約金額が５００万円以上のものについては、競争入札によるもの１７件、

随意契約によるもの１５件の合計３２件を審議対象とした。また、契約金額が５００万円

未満のものについては、対象案件の２分の１以上を抽出し、競争入札によるもの９件、随

意契約によるもの４件の合計１３件を審議対象とした。 

７  審議概要 

「沖縄労働局公共調達監視委員会審議対象一覧表」に掲載している契約案件ごとに事

務局が概要を説明し、これを受けて委員から出される意見・質問等に対し事務局が回答す

るという形で審議が進行した。全件審議した結果、「適正に処理されている」と結論され

審議は終了した。 

なお、審議中に出された委員からの意見・質問及び事務局回答の概要は以下のとおりで

ある。 

 



（１）競争入札 

①通番 1～１０について 

（委 員）通番１について、障害者雇用について、常用労働者数 45.5 人というのは

決まっているのか？ 

（事務局）障害者雇用促進法に基づくものであり、決められている。 

（委 員）入札説明会実施の期間は何日とるのか決まっているのか。 

今回の１２/２４～１/８の間は、短いように思える。 

（事務局）開庁日で１０日以上とることが決められている。 

当該審議案件は、１回目の入札が不調に終わり、再公示を行いあらためて

入札を行ったケースである。 

２回目の再入札については公示期間最短で開庁日で５日となっているた

め、問題はない。 

（委 員）通番５について、金額も大きいので長期契約を行ってはどうか。 

（事務局）国の契約の中には、３～５年の長期契約を結ぶものもあるが、その場合は

財務省なども関わってくるため、労働局の独断で決めることはできないた

め、今後の課題としたい。 

（委 員）通番７について、備考欄に「積算誤りのため無効」とあるが、どの段階で

気づいたのか、また、業者にペナルティー等はあるのか。 

（事務局）開札後に内訳書を再確認したところ、入札書との相違に気づいたもの。 

ペナルティーまでは課しておらず、次点の業者の落札としている。 

（委 員）積算の誤りを見逃し、契約してしまった場合はどうなるのか。 

（事務局）落札金額にて契約となる。 

また、業者側が、契約金額では履行できない場合は、辞退する可能性もあ

る。 

（委 員）誤りが意図的であるかは別にして、歯止めが必要かと思う。 

今後の課題として欲しい。 

（事務局）今後、内訳書と落札金額が相違する事案がないよう気を付けたい。  

②通番１１～１９について 

（委 員）通番１９について、レンタカーの入札で入札参加が２者は少ないのではな

いか、また、総合評価とはどのようなものか。 

（事務局）仕様を「那覇～沖縄所管轄の地域を網羅することが可能な業者」としてい

るため、対応できる事業所が少なかった。 

総合評価方式は、入札金額だけではなく、性能証明書の点数を加味して、

総合的に決める方法である。 

（委 員）通番１１について、電子入札は行っていないのか。 

（事務局）沖縄労働局でも電子入札は行っているが、導入していない業者が多いため、



紙入札が多い状況である。 

（委 員）電子を導入していない業者に合わせるのではなく、電子化を推進すること

も必要ではないか。 

（事務局）電子化推進については、今後も前向きに取り組んでいきたい。 

③通番２０～２３について 

（委 員）通番２１について、審議資料の備考欄に、前年度の金額を記載して欲しい。 

また、新規の事業所であれば「新規」と標記して欲しい。 

（事務局）次回より記載したい。 

④通番２０～２９について 

（委 員）通番２４～２６について、入札参加１者なのはなぜか。 

（事務局）若年者や無業者への支援等の十分な実績がないと参加が困難な事業内容

となっており、現運営基準を満たす業者が、現在、他にいないものと思慮す

る。 

（委 員）通番２４と２６は同一の受託者となっているが、入札内訳書の書きぶりが

相違しているのはなぜか。 

（事務所）実施地域ごとの担当者が別であるため。 

⑤通番３０～３４について 

（委 員）通番３３について、ＰＣの入札で１者は少ないのではないか。 

（事務局）納期が短かった、参加できる業者が限られたと思慮する。 

（委 員）購入した机や椅子、ＰＣ等は新型コロナの事業が終わったら、破棄するの

か。 

（事務局）事業終了後は、各所属へ再分配を予定している。 

 

（２）随意契約 

①通番３～１０について 

（委 員）通番３について、応募者数１者となっているが、他者にも声掛けを行った

のか。 

（事務局）他者にも声掛けを行ったが、提出資料の不足があったため、結果１者とな

った。 

（委 員）通番４～６について、こちらの受託者は「県知事からの推薦」となってい

るが、どういった流れなのか。 

（事務局）実施要領に基づき、担当課から沖縄県に対し推薦依頼を行った上で、県か

ら事業実施可能な事業所を推薦してもらい、受託者としている。 

②通番１１～１７について 

（委 員）通番１３～１４について、前回周辺駐車場の調査を行っていたと思うが、

今回は行っていないのか。 



（事務局）今回は行っていない。ただし、情報として周辺の駐車場は飽和状態で、空

きがない状況であり、土地価格も高騰している状態。 

③通番１８～２２について 

（委 員）緊急随意契約でも見積合せを行うのか。 

（事務局）本来２者以上の見積が必要なところ、緊急事態であったことから、今回、

過去の調達実績に基づき確実に納期までに調達できる業者を選定し、１者

随契となっている。 

 

（３）その他共通事項 

（委 員）500 万円未満の審査案件について、「1/2 以上を抽出」となっているが、ど

ういった方法で 1/2 以上の抽出を行っているのか。 

（事務局）基本無作為に抽出しており、抽出する際には類似しない案件を抽出するよ

うにしている。 

（委 員）明確な方法を整理する必要があるのではないか。 

（事務局）方法について検討し、次回報告したい。 

 

 


















